
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
一
号

国
の
援
助
等
を
必
要
と
す
る
帰
国
者
に
関
す
る
領
事
官
の
職
務
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
国
の
援
助
等
を
必
要
と
す
る
帰
国
者
に
関
す
る
領
事
官
の
職
務
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法

律
第
二
百
三
十
六
号
）
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
送
還
命
令
）

第
一
条
　
領
事
官
は
、
国
の
援
助
等
を
必
要
と
す
る
帰
国
者
に
関
す
る
領
事
官
の
職
務
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
長
に
対
し
帰
国
者
の
送
還
を
命
ず
る
場
合
に
は
、
左
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
送
還
命
令
書
を
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帰
国
者
の
送
還
を
命
ず
る
旨

二
　
当
該
帰
国
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

三
　
当
該
帰
国
者
の
職
業

四
　
当
該
帰
国
者
の
本
籍
及
び
在
留
国
に
お
け
る
現
住
地

五
　
当
該
帰
国
者
に
係
る
旅
券
又
は
船
員
手
帳
の
発
給
の
機
関
、
番
号
及
び
年
月
日

六
　
当
該
帰
国
者
の
乗
船
地
及
び
本
邦
に
お
け
る
上
陸
予
定
地

七
　
当
該
帰
国
者
の
帰
国
後
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
帰
国
者
は
、
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
本
邦
に
送
還
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
船
舶
に
乗
船
の
際
、
健

康
診
断
書
及
び
予
防
接
種
済
証
を
船
長
に
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
送
還
費
償
還
誓
約
書
を
船
長
を
経
由

し
て
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
、
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
送
還
費
を
帰
国
後
す
み
や
か
に
償
還
す
る
旨

二
　
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

三
　
職
業

四
　
本
籍
及
び
在
留
国
に
お
け
る
現
住
地

五
　
乗
船
地
及
び
本
邦
に
お
け
る
上
陸
予
定
地

六
　
帰
国
後
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所

七
　
資
産
の
状
況

八
　
配
偶
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業

九
　
扶
養
義
務
者
（
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
扶
養
義
務
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
本
人
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業

３
　
法
第
六
条
第
二
項
の
「
送
還
費
」
と
は
、
乗
船
地
か
ら
本
邦
に
お
け
る
上
陸
地
ま
で
の
最
下
級
の
船
賃
を
い

い
、
乗
船
中
に
お
い
て
帰
国
者
の
医
療
処
置
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
医
療

処
置
の
た
め
必
要
な
最
低
限
度
の
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４
　
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
帰
国
者
の
送
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
船
長
は
、
当
該
帰
国
者
が
本
邦
に
お
け
る
上

陸
地
に
お
い
て
下
船
す
る
際
、
当
該
帰
国
者
に
対
し
、
送
還
費
の
明
細
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
船
地
行
旅
費
及
び
帰
国
費
の
貸
付
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
又
は
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
乗
船
地
行
旅
費
又
は
帰
国
費
の
貸
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
帰
国
者
は
、
領
事
官
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
乗
船
地
行
旅
費
貸

付
申
請
書
二
通
又
は
帰
国
費
貸
付
申
請
書
二
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

二
　
職
業

三
　
本
籍
及
び
在
留
国
に
お
け
る
現
住
地

四
　
旅
券
又
は
船
員
手
帳
の
発
給
の
機
関
、
番
号
及
び
年
月
日

五
　
本
邦
を
出
国
し
た
際
の
渡
航
目
的
及
び
出
国
年
月
日

六
　
帰
国
の
経
路

七
　
貸
付
を
希
望
す
る
金
額

八
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
前
項
の
帰
国
者
は
、
そ
の
貸
付
を
受
け
る
際
、
領
事
官
を
経
由
し
て
外
務
大
臣
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
左
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
乗
船
地
行
旅
費
償
還
誓
約
書
二
通
又
は
帰
国
費
償
還
誓
約
書
二
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
貸
付
を
受
け
た
金
額
を
帰
国
後
す
み
や
か
に
償
還
す
る
旨

二
　
前
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
帰
国
の
経
路
及
び
本
邦
上
陸
予
定
日

（
帰
郷
費
の
貸
付
）

第
三
条
　
法
第
四
条
の
「
帰
郷
費
」
と
は
、
本
邦
に
お
け
る
上
陸
地
か
ら
帰
郷
先
ま
で
の
船
賃
、
鉄
道
賃
、
車
賃
並

び
に
旅
行
中
必
要
と
認
め
ら
れ
る
宿
泊
料
及
び
食
費
で
、
帰
国
者
が
帰
郷
す
る
た
め
必
要
な
最
低
限
度
の
も
の
を

い
う
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
帰
郷
費
の
貸
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
帰
国
者
は
、
領
事
官
を
経
由
し
て
厚
生
労
働
大

臣
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帰
郷
費
貸
付
申
請
書
三
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

二
　
職
業

三
　
本
籍

四
　
本
邦
に
お
け
る
上
陸
予
定
地
及
び
上
陸
予
定
年
月
日

五
　
帰
郷
先

六
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

３
　
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
帰
郷
費
の
貸
付
を
受
け
る
帰
国
者
は
、
そ
の
貸
付
を
受
け
る
際
、
厚
生
労
働
大
臣
に

対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帰
郷
費
償
還
誓
約
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
帰
郷
費
を
帰
郷
後
す
み
や
か
に
償
還
す
る
旨

二
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

三
　
第
一
条
第
二
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
帰
国
届
及
び
帰
郷
届
）

第
四
条
　
帰
国
者
は
、
帰
国
後
直
ち
に
、
外
務
大
臣
（
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
還
さ
れ
た
帰
国
者
に
あ

つ
て
は
、
外
務
大
臣
及
び
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
）
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帰
国
届
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日

二
　
帰
国
後
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所

三
　
帰
国
の
経
路
並
び
に
本
邦
に
お
け
る
上
陸
地
及
び
上
陸
年
月
日

四
　
償
還
す
べ
き
乗
船
地
行
旅
費
、
帰
国
費
又
は
送
還
費
の
額

五
　
配
偶
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業

六
　
扶
養
義
務
者
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
本
人
と
の
続
柄
並
び
に
そ
の
氏
名
、
住
所
又
は
居
所
及
び
職
業

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

２
　
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
帰
郷
費
の
貸
付
を
受
け
た
帰
国
者
は
、
帰
郷
後
直
ち
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、

左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
帰
郷
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
　
帰
郷
年
月
日

３
　
乗
船
地
行
旅
費
、
帰
国
費
若
し
く
は
送
還
費
又
は
帰
郷
費
の
償
還
を
完
了
し
て
い
な
い
帰
国
者
は
、
前
二
項
の

規
定
に
よ
る
帰
国
届
又
は
帰
郷
届
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
そ
の
変
更
届
を
そ
れ
ぞ
れ

外
務
大
臣
（
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
送
還
さ
れ
た
帰
国
者
に
あ
つ
て
は
、
外
務
大
臣
及
び
当
該
船
舶
の

船
舶
所
有
者
）
又
は
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
還
費
の
償
還
）

第
五
条
　
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
外
務
大
臣
に
対
し
送
還
費
の
償
還
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
船
舶
所
有

者
は
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
送
還
費
償
還
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
船
舶
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
送
還
命
令
の
概
要

三
　
送
還
費
の
明
細

1



四
　
償
還
を
請
求
す
る
送
還
費
の
額
及
び
帰
国
者
又
は
そ
の
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
義
務
者
か
ら
送
還
費
の
償
還

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
事
由

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
還
費
の
償
還
の
請
求
は
、
当
該
帰
国
者
の
本
邦
上
陸
後
三
月
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ

ば
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
送
還
費
償
還
請
求
書
の
記
載
事
項
に
誤
り
が

な
い
限
り
、
船
舶
所
有
者
に
対
し
、
す
み
や
か
に
請
求
に
係
る
送
還
費
を
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
外
務
大
臣
は
、
送
還
費
の
償
還
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
償
還
す
べ
き
金
額
を
書
面
を
も
つ
て
船
舶
所
有

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
還
費
の
償
還
請
求
権
の
代
位
）

第
六
条
　
外
務
大
臣
は
、
法
第
六
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
所
有
者
に
代
位
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
代
位

し
た
送
還
費
の
額
を
書
面
を
も
つ
て
当
該
帰
国
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
帰
国
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
外
務
大
臣
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
送
還
費
償

還
誓
約
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
当
該
送
還
費
を
前
項
の
通
知
を
受
け
た
後
す
み
や
か
に
償
還
す
る
旨

二
　
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

（
帳
簿
の
作
成
）

第
七
条
　
外
務
大
臣
又
は
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
乗
船
地
行
旅
費
、
帰
国
費
及
び
法
第
六
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
り
代
位
し
た
送
還
費
に
関
す
る
帳
簿
又
は
帰
郷
費
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
に
帰
国
者
、
そ
の
配
偶

者
及
び
扶
養
義
務
者
の
氏
名
及
び
現
住
所
、
貸
付
（
送
還
費
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
償
還
請
求
権
の
代
位
）
の
年
月

日
及
び
そ
の
金
額
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
領
事
官
職
務
規
則
（
明
治
三
十
三
年
勅
令
第
百
五
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
七
月
一
日
政
令
第
一
〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
一
〇
日
政
令
第
三
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
二
年
一
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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